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はじめに
　地方公会計は、平成26年に財務書類作成の
統一的な基準（以下「統一基準」という。）が
示され、その後も総務省では研究会が幾多も
開催されるなど、現在進行形でその取組みが
進められている。しかし、未だに公会計の活
用がなかなか進まない原因として、人事異動
が頻繁であることや統一基準が難解で理解に
時間を要するという意見が研究会でも挙げら
れている。現に、多くの自治体では初期の公
会計担当者が人事異動で代替わりしているこ
とや、当時に比べると特に初任者向けの研修機
会が減少しているのではないかと感じられる。
　こうした状況下、令和５年４月に全国市町
村国際文化研修所（JIAM）から主として初任
者向けの公会計研修講師としてお招きいただ
いた。
　筆者が担当した「精華町における公会計の
取組および複式仕訳の基礎について」の一部
をここでご紹介し、受講者の振り返りや受講
が叶わなかった読者の方々へのお役に立てれ
ば幸いである。
　なお、本文中意見にかかる部分は私見であっ
て、所属する団体の公式見解ではないことを
申し添える。

1　公会計の整備促進
　統一基準による財務書類は、①固定資産台
帳の整備、②複式簿記の導入が前提とされ、
また、統一基準によることで③比較可能性を
確保するものとされた。③は、統一基準以前
は複数モデルが乱立していたため、その収斂
が必要であったことの帰結でもあることから
本稿では割愛し、①と②について精華町での
取組みとあわせて紹介させていただくことと
する。

（1）固定資産台帳について
ア　建物附属設備の重要性
　公会計の活用にあたっては、財務書類・固
定資産台帳の適切な作成・更新が前提となる。
総務省研究会資料では、固定資産台帳精緻化
のためには、「建物と附属設備を一体的に計上
している場合は、台帳更新の際に、耐用年数
に応じて分類計上が必要」と指摘されている。
　統一基準マニュアル（以下、単に「マニュ
アル」という。）では、開始時簿価の算定のた
めの減価償却計算は、耐用年数の異なる建物
本体と附属設備の一体評価が許容され、ただ
し、開始後に取得するものは、原則に従い建
物本体と附属設備を分けて固定資産台帳に登
録するものと記載されていた。
　精華町は、関西文化学術研究都市の中心地
として、平成に入って以降急速に基盤整備が
進められてきたまちである。人口は、平成17
年国勢調査でその前回調査からの人口伸率が
29.9%で全国第１位となるなど、目覚ましい飛
躍を遂げてきた。その一方、急速に基盤整備
した当時の投資的経費に対する債務償還がな
お継続しているにもかかわらず、概ね20年を
超えた附属設備を中心とした修繕・改修の第
一波が到来し、債務の償還と施設（とりわけ
附属設備）の更新との板挟みにあるような状
態となっていた。
　マニュアルで建物一体評価が許容されてい
たとはいえ、修繕・改修の第一波が到来して
いた状況に鑑み、今後の施設更新需要を適切
に把握するためには、耐用年数の異なる建物
本体と附属設備の分類計上が極めて重要であ
り、開始時簿価の算定という初期段階から両
者の分類計上に努めていた。
　図表１は、平成12年に新築した役場庁舎・
図書館（併設）と体育館・コミュニティセン
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ター複合施設の固定資産台帳を整備した平成
28年当時の状況である。一般に、建物建設時
における設備の占める割合は約30％ともいわ
れるが、実際にその通りの数値として表れた。
建物本体の耐用年数が約50年程度であるのに
対し、附属設備が約10 ～ 15年程度であること
から、減価償却率に明らかにその差異が生じ
ている。また、耐用年数が経過したからといっ
て建物本体の使用にすぐさま支障が生じるこ
とは通常考えにくいが、特に空調などの附属
設備は、耐用年数経過によってほぼ必ずといっ
ていいほどに支障が生じる。そのため、減価
償却累計額をもとに将来の更新費用を見積も
るにあたっては、建物本体と附属設備の分類
計上は必要条件といってよいであろう。
イ　無償取得資産の重要性
　精華町が関西文化学術研究都市の開発に
よって発展してきたことは上述したが、町内
では大きく３地区で大規模な民間土地区画整
理事業が実施されて、いわゆる新興住宅地が
形成された。今やその新興地域が町内の人口・
世帯数の半数を占めているが、道路に関して
は総延長のうち約３割がその新興地域内のも
のである。
　公会計や公共施設等総合管理計画では、有
形固定資産について建物を中心に論じられる
ことが多い。しかし、自治体が保有する資産
のうちにおけるインフラ資産が占める割合は
極めて高く、かつ、インフラ資産は建物と異

なり統廃合や用途廃止に
なじむものでは基本的に
ない。
　また、インフラ資産の
特徴として留意すべきは、
宅地開発に伴う帰属等に
よって自治体の支出が伴
わずに保有量が増えてし
まう点である。建物の無
償取得は皆無ではないが、
そういう事例はどちらか
といえば稀であろう。道
路は、民間事業者の宅地
開発によって最終的には
自治体に帰属し、以後の
維持更新・舗装修繕は自

治体の負担となる。こうした無償取得資産を
適切に把握できているかどうかも固定資産台
帳精緻化の必要条件になろう。
ウ　固定資産台帳整備の課題問題点
　さて、固定資産台帳精緻化の必要性が分かっ
ても、その整備については多くの団体で今な
お課題を抱えているのではと推察する。統一
基準が示された当時の（公財）日本生産性本
部の「第８回地方自治体の新公会計制度の導
入に関するアンケート調査」（平成28年）の結
果（図表２）は、今なお貴重なデータである。
　このアンケートのうち、着目すべきは、「整
備すると財産に関する調書と一致しない」と
いう点にある。財産調書との一致は、公有財
産台帳との一体化が提起され、一致していな
い団体は現在ではかなり減ってきたかもしれ
ない。しかし、これまで一致してこなかった
その原因を把握しておかなければ再び不一致
を起こす可能性がある。
　では、財産調書をこれまでどのように作成
してきただろうか。おそらく多くの団体では、
前年度末数値に当年度増減数値を加減算して
当年度末数値を求める誘導法的手法によって
のみ作成し、棚卸法的に内訳数値の積み上げ
を持ち合わせていなかったのではないか。こ
の場合、一度でも当年度増減数値に計上漏れ
が発生するとよほどのことがない限りは未来
永劫数値が乖離し続けることになる。特に、
現金支出を伴わずに取得した無償取得資産や、

図表１　建物一体評価と個別評価の差異
●役場庁舎・図書館（平成28年４月１日時点）

●体育館・コミュニティセンター複合施設（平成28年４月１日時点）

台帳粒度 取得
価額

耐用
年数

減価
償却率 残存価額／償却累計額

一体評価 68.7億円 50年 30％ 48.1億円／ 20.6億円

個別評価
建物本体 48.8億円

（71％） 資産の
単位別

32％ 33.2億円／ 15.6億円

設備 19.9億円
（29％） 90％ 2.0億円／ 17.9億円

台帳粒度 取得
価額

耐用
年数

減価
償却率 残存価額／償却累計額

一体評価 23.4億円 47年 32％ 15.9億円／ 7.5億円

個別評価
建物本体 15.0億円

（64％） 資産の
単位別

36％ 9.6億円／ 5.4億円

設備 8.4億円
（36％） 91％ 0.8億円／ 7.6億円
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資産を除売却した場合の除却処理はとかく計
上漏れを起こしやすい。固定資産台帳を精緻
化することとあわせ、定期的に資産を棚卸し
するなど適切な台帳の維持更新体制を確立す
ることも必要となる。

2　複式仕訳について
（1）複式簿記の必要性
　統一基準では、固定資産台帳整備とともに
複式簿記の導入が前提とされている。では、
なぜ複式簿記が必要とされたのか。複式簿記
とは、個々の取引を二つの側面へと分析して
左右を対称させて二重記録を行う簿記法で、
借方の合計と貸方の合計は常に等しくなり（貸
借均衡の原理）、もし等しくならない場合は、
記入ミスがあることを意味する。
　先に述べた財産調書が不一致となる原因は、
まさに二重記録ができていなかったことに起
因する。これまで、歳入歳出決算、財産調書、
それぞれが別物として取り扱われ（担当部署
も別々かもしれない）、両者を有機的に繋げて
記録検証することがなかったが故に生じた結
果でもあり、複式簿記の導入は必然であった
といえる。
（2）仕訳方法
　統一基準では、原則として日々仕訳、ただ
し、期末一括仕訳も許容されている。日々仕
訳とは、「取引の都度、伝票単位ごとに仕訳を
行う」方法であり、期末一括仕訳とは、期末

に一括して仕訳を行う方法でその場合でも基
本的に伝票単位ごとに仕訳を行う、とされて
いる。また、総務省研究会では、財務書類早
期作成のために、「年度末に行われている仕訳
作業を、四半期・月に一度など期中に前倒し
して定期的に実施することで、作成の早期化
と負担軽減につながる」とされている。
　しかし、実務的には、ここに大きな誤解が
あると思われる。
　まず、決算統計を例にすると、決算統計は、
歳出でいうと節区分で予算執行された情報を
性質別区分に組み替えていく作業である。節
区分と性質別区分は基本的に科目単位で自動
変換が可能であり、科目内に自動変換できな
い（自動変換になじまない）要素を抜き出し
て独自に分析し、その分析は場合によっては１
件の伝票をさらに細分化して行う作業である。
　これは、財務書類作成のための仕訳作業と
基本的に異なるところはない。マニュアルに
もある通り、予算科目の大半は仕訳を一義的
に特定した「自動仕訳」が可能であり、自動
仕訳ができないものは、決算統計で性質別区
分への自動変換が効かない場合と同じである。
つまり、財務書類作成のための仕訳も決算統
計の性質別区分への変換においても、基本的
には伝票単位でなく伝票を集約した科目単位
で事足りるのである。科目単位での仕訳や変
換が効かない場合は、伝票単位どころか伝票
をさらに細分化した仕訳や変換が必要となる
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図表２　「第８回地方自治体の新公会計制度の導入に関するアンケート調査」（平成28年）の結果（抜粋）
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ため、「伝票単位」という記載は誤解を生じさ
せる一因になっていると指摘できる。
　また、日々仕訳・期末一括仕訳という名称
から、財務書類早期作成のためには日々仕訳
が優れているという印象があるが、必ずしも
そうではない（現に、決算統計早期作成のた
めに四半期・月に一度など前倒しで作業する
ということをまず聞かない）。日々仕訳は、年
度途中に都度行うことから予算執行の完成を
待たずして仕訳を行うこととなる。一方、期
末一括仕訳であれば予算執行の完成、すなわ
ち確定した決算額をもとにした仕訳を行うこ
とができる。先に記載した通り、基本的には
仕訳も科目単位での仕訳で事足りるのであり、
日々仕訳であることがかえって作業の煩雑さ
と理解可能性の妨げになるおそれもある。
　伝票単位か、日々仕訳・期末一括仕訳か、
この点について次の具体例をお示しする。

≪事例①≫伝票単位について
　ア　土地を100万円で売却（簿価80万円）
　イ　土地を100万円で売却（簿価120万円）

　この場合、結論としての仕訳は、アが「BS
現金100 ／ BS土地80・PL売却益20」であり、
イが「BS現金100・PL除売却損20 ／ BS土地
120」である。しかし、アとイのいずれも歳入
としては同じ100万円の収入で100万円の調定
伝票と収入が存在している。伝票単位で仕訳
を起こす限り、アの仕訳は可能であるにして
も、イの仕訳は100の伝票（収入）に対して
120の仕訳を起こす必要があり伝票単位による
限り不可能である。現実的には、伝票上「BS
現金100 ／ BS土地100」の仕訳を起こし、追
加で「PL除売却損20 ／ BS土地20」という現
金を伴わない仕訳をする必要がある。

≪事例②≫日々仕訳と期末一括仕訳
14節：工事請負費－細節：建物工事請負
費－細々節：図書館建設工事　決算額1,000

　決算額は1,000でも年度中の予算執行は前金
払いなど複数回の支払いを要する。日々仕訳
の場合、「BS建設仮勘定／ CF投資活動支出」
という仕訳を前金払、中間前金払、完了払の

それぞれの時点で起こし、最終的には現金を
伴わない本勘定振替として「BS建物1,000 ／
BS建設仮勘定1,000」の仕訳をすることが一般
的である。
　一方、当該細々節での予算執行がこの３件
のみであれば、科目単位で1,000の仕訳が可能
であり、かつ、建設仮勘定を経ることなく「BS
建物1,000 ／ CF投資活動支出1,000」の仕訳だ
けでよい。
　この場合、日々仕訳によることがかえって
作業を非効率にするといえなくもない。
（3）仕訳の最適化
　財務書類作成にあたっては、特にこの複式
仕訳に対する戸惑いが大きいものと推察する。
作業効率の点から予算科目に紐づけた仕訳パ
ターンを設定し自動で仕訳を起こすことはそ
れはそれで重要である。しかし、前記事例①
のように、公会計で重要なのは現金100万円で
土地を売却した事実ではない。現行の予算科
目から複式仕訳を起こすには財務会計システ
ムの改修や導入が必要であることは間違いな
いが、公会計で重要な要素はむしろ現金収支
を伴わない仕訳であり、事例②のように日々
仕訳によることの帰結なども十分考慮したう
えで仕訳方法の最適化を目指す必要があろう。

3　財務書類の活用方法
　財務書類の活用は、固定資産台帳による公
共施設等総合管理計画への反映や各種の財務
分析などが挙げられる。前者は既に多くの好
事例が紹介されていることから、本稿では公
会計から得られる情報を用いた次の財務分析
を紹介する。
（1）減価償却費と地方債等償還額
　精華町の減価償却費と地方債等債務償還額
の経年比較をグラフ化したのが図表３である。
　地方債の償還年限は、その施設の耐用年数
の範囲内で設定しなければならず、概ね20年
程度が償還期限の最大である。そのため、耐
用年数の前半は減価償却費よりも償還額が大
きくなり、償還が満了しても耐用年数満了ま
で減価償却は続くこととなる。
　精華町は、平成初期の急速な基盤整備に対
して大きな投資を行ったことは既に紹介した
が、この時期に発行した地方債が概ね20年を
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経過して償還が満了しつつある。今後も償還
額は基本的に減少傾向（実線矢印）にある一方、
減価償却費は基本的に大きな増減なく同程度
での推移が見込まれ（波線矢印）、多寡がちょ
うど逆転する転換期にある。
　債務償還が満了すれば毎年度の予算編成は
当然ながら楽になる。しかし、逆転した減価
償却費と償還額の差を考慮せずに前年度から
減少した償還額見合いをソフト経費に漫然と
費消してしまうと、耐用年数が満了したとき
に更新財源が留保されていないという事態に
陥ってしまうこととなる。ただし、施設更新
時には新たに地方債を発行することが通常で
あり、減価償却費の全額を内部留保すること
は現実的ではない（世代間負担の公平性の観

点からもそこまでは要
しない）。なお、精華
町では、減価償却費の
一定割合を将来の更
新需要の備えとして、

「公共施設等総合管理
基金」を造成し財源を
内部留保する仕組みを
つくっている。建設公
債主義を前提とした自
治体財政において、減
価償却費と地方債償還
は表裏一体の関係にあ

り、両者の比較検証は常に求められるものと
いえる。
（2）将来負担比率と有形固定資産減価償却率
の組合せ分析

　図表４は、将来負担比率と有形固定資産減
価償却率との組合せ分析の領域を４象限化し
たものである。①は償却率も将来負担比率も
低い、②は償却率は低く将来負担比率は高い、
③は償却率は高く将来負担比率は低い、④は
償却率も将来負担比率も高い、という領域と
する。
　統一基準が示された当時の精華町はおそら
く②の領域に位置していた。急速な基盤整備
によって抱えた債務に起因して将来負担比率
は高いが、資産は比較的新しいとみられるか

らである。
　この領域での優先課
題は何よりも債務の圧
縮だろう。公共施設に
ついては、更新の必要
性が迫っているという
よりは、徐々に進行す
る老朽化に対する予防
保全型の対応が求めら
れるといえそうである。
　そして、債務の償還
が進み、かつ、償却率
が上昇していくことか
ら、基本的に②から③
へと徐々に進行してい
くことが通常であり、
精華町のグラフはまさ

図表４　将来負担比率と有形固定資産減価償却率の組合せ分析
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図表３　減価償却費と債務償還額の比較
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にそれを示している。
　次に、③の領域にくると、次なる課題は資
産を更新し若返らせることである。特に、将
来負担比率が低い要因となる基金を多く抱え
ているとすれば積極投資が求められる。
　次に、①の領域は豊富な一般財源に支えら
れているか、あるいは施設系の行政サービス
が少ない領域である。若しくは、公共施設を
保有することなく、官民連携などでそうした
行政サービスが提供できていることによるも
のかもしれない。そうであるとすれば好事例
である。
　最後に、地方債は耐用年数の範囲内での償
還が必要であることから、償却率も高く将来
負担比率も高いという④の領域は通常では考
えにくい。この場合の将来負担比率が高い原
因は、退職手当債などの赤字地方債か普通会
計以外の要素に起因しているのではないかと
考えられる。そうすると、さらに正確に測定
するには、償却率に反映されていない財務書
類連結対象団体などの数値を求めにいくこと
も必要となる。
　この組合せ分析による経年推移は、自団体
の状況を知り、かつ、今後進むべき方向性を示
すことのできる貴重な活用策であるといえる。

最後に
　令和５年４月の研修では、固定資産台帳、
複式簿記、財務書類活用方法等についてご紹
介したが今回は紙幅の都合上その全てを記載
できなかったことをご容赦願いたい。
　研修後、受講者の方から「具体的な実務の

4 4 4

話
4

でよくわかった。理想と現実をどう埋めて
いかれたのか実際の話が聞けてとても興味深
かった」、「自治体の実態に基づいた話を聞く
ことができ、面白かった。団体内で、似たよ
うな悩みを、どう解決していったのか、とい
うプロセスが分かり、ためになった」などの
お声をいただいた。
　総務省研究会において、固定資産台帳や財
務書類を作成したことで財政状態が良くなる
のではないかといった魔法の杖のような誤解
とも言える期待に対して、結果的にそうはな
らなかったこと等を通して、地方公会計は役
に立たないのではないかと思われてしまい、

活用に進んでいなかったのではないか、との
記述がある。公会計導入当初、まさにそうし
た誤解があったように記憶している。
　公会計の役割は現金主義の補完である。例
えるなら、野球をこれまで一塁側（現金主義）
からしか見ていなかったところ、三塁側（発
生主義）からも見てみようという感じではな
かろうか。あるいは、一塁側でも三塁側でも
なく主審目線（財政健全化法など）など多方
面から野球を見ることで、これまで気づかな
かったものが見える可能性があり、見えるこ
とになればその対策を練ることができる。公
会計の導入・活用は、自治体の財政運営とい
う野球を他の競技に変えさせることでは決し
てない。
　JIAMは、全国の市町村から担当者が集い、
それぞれの実態や実務上の苦労を生の声で意
見交換できる貴重な場である。公会計の魔法
の杖をお示しすることはできなかったが、ア
ンケート結果のように、実務を中心に受講者
の方や読者の方に何か一つでもお役に立てた
とすれば幸いである。このような貴重な機会
をいただいたJIAMの今後の益々の発展を祈念
して結びとさせていただくこととする。
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